
指定管理候補者選定委員会における候補者の選定結果概要 

 

（担当：産業経済部 農業政策課） 

１ 施設名 玉名市農産物直売所郷〇市 

２ 施設の概要 ①「郷〇市」建築面積  161.36 ㎡ 

（建築構造：木造平屋建） 

  「体験交流センター」建築面積  29.25 ㎡ 

  （建築構造：木造平屋建） 

②開館時間   

「郷〇市」午前 9時から午後 5時まで 

③休館日  12 月 30 日（午後）から１月４日 

 

募集方法 非公募 

非公募の理由 公の施設である「玉名市農産物直売所郷〇市」は、「女性農業者等の経

済的、社会的な自立、地位向上のための活躍の場の創出」を求める地元

女性グループの要望に応える形で平成 16 年度に旧天水町において建設

された。また、この施設は、町の基幹産業の農業に携わる女性が運営す

る農産物直売所として、「農産物等地場産品の直接販売による農家所得の

向上と地域社会の活性化」を設置目的としている。 

施設建設年と同年に発足した地元女性グループで構成される「天水町

農産物直売所協議会てんすい郷〇市」（以下「協議会」）が、建設当初か

ら施設等の管理運営及び農産物の販売等業務を担ってきた。施設の設置

目的を達成するため、地元産のみかん等柑橘類や野菜類等の農産物販売

を専門的な知識と経験を活かし熱意を持ち取り組んでおり、社会的な貢

献度や管理運営の実績は高く評価ができる。 

また、令和６年度に施設の中規模改修も行っており、施設の長寿命化

を図ったことで将来的にも天水地域の更なる活性化に寄与する施設とし

て大いに期待されているところでもある。 

以上のことを踏まえると、施設建設と協議会設立の相互性、施設設置

目的との整合性、地域人材による市の公の施設の管理運営を行うなど公

共性と地域性を備えており、更にはこれまでの実績が示す管理運営面で

の安定性、信頼性からも引き続き天水町の活性化に大いに寄与する指定

管理候補者としての適格性は十分満たしており、公の施設としての設置

目的を効果的に達成できることから、協議会を指定管理候補者として公

募によらず選定することには合理的な理由があると考える。 
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指定期間 令和 7年 4月 1日から令和 12 年 3 月 31 日まで 

管理業務内容 (1)施設管理に関する業務 

 ①光熱水費及び燃料費の支払い 

(2)植栽管理に関する業務 

(3)清掃に関する業務 

(4)利用管理に関する業務 

①利用案内、利用指導、利用促進、公聴広報等 

 ②事故、災害等緊急時の対応 

③関係機関との連絡調整等 
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  ④利用状況等の調査、報告 

(5)玉名市農産物直売所郷〇市条例第 5条各号に掲げる業務 

 ①玉名市特産物の展示及び販売に関する業務 

 ②前号に掲げるもののほか、この事業の目的を達成するために必要な

業務 

(6)自主事業に関すること 

①指定管理者は、自主事業として自らの予算において、積極的に企画

し実施するものとする。なお、自主事業の実施により収益が発生し

た場合は、その収益は指定管理者の収入とする。 

 ②自主事業の内容は原則として施設設置の目的に沿ったものであるこ

と。 

(7)その他管理上必要と認める業務 

(8)その他、郷〇市の管理に関する事務のうち、行政財産の目的外使用許

可（地方自治法第 238 条の 4 第 7 項）、不服申立に対する決定（同法

第 244 条の 4）など法令等により市長のみの権限に属することを定め

られている事務を除く業務 

指定管理料の基準額 9,335 千円（消費税及び地方消費税を含む。5年間分） 

４ 応募状況 1 団体 

 

審査方法 5 つの審査基準ごとに審査項目及び審査内容を定め、審査内容ごとに

15 点から 65 点で配点（ただし、審査基準「住民の平等な利用の確保」

に関する審査内容については、点数とせず、「適・否」で判断）し、満点

を 155 点とする。 

それぞれの審査内容を採点し、委員会の選定意見をまとめる。 

選定委員会の委員 副市長、企画経営部長、産業経済部長、有識者 3 人（玉名市区長会協議

会天水町区長会長、天水支部認定農業者協議会会長、南九州税理士会玉

名支部長）  

計 6 人 

審査基準 別添審査基準表のとおり 

審査経過 玉名市農産物直売所郷〇市指定管理候補者選定委員会 

（開催日）令和 6年 10 月 31 日 

（内 容）①選定委員会、概要及び導入方針、配点についての説明 

②プレゼンテーション及び質疑応答 

③玉名市農産物直売所郷〇市の指定管理候補者の選定 
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指定管理候補者 天水町農産物直売所協議会てんすい郷〇市 

評価結果及び選定理由 

 

 

 

 

 

 

１ 評価結果 

別添「玉名市農産物直売所郷〇市指定管理候補者選定委員会集計

表」のとおり 

２ 選定理由 

   玉名市農産物直売所郷〇市は公募しない施設であるため、対象団体

である天水町農産物直売所協議会てんすい郷〇市の財政状況や事業

計画、サービス向上の実現方策等の提案、収支予算等について、審査

基準に基づいて総合的に評価した。 

   また、天水町農産物直売所協議会てんすい郷〇市が、現在も玉名市 
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 農産物直売所郷〇市の業務委託先であり、運営方針が施設の設置目

的と合致していること及び長年にわたる管理運営実績から当該施設

の管理運営を行ううえでの安定性、信頼性が評価できることから指

定管理候補者として、当選定委員会の意見とする。 

 

◆ 申請者の管理料総額（5年間分） 

天水町農産物直売所協議会てんすい

郷〇市 
0 千円 

※ 上記金額には、消費税及び地方消費税相当額を含まない。 

 

上記の結果、全委員の合意により「天水町農産物直売所協議会て

んすい郷〇市」を指定管理候補者として適当であると判断しました。 
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